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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステムであって、
制御ステーションを含み、
　前記制御ステーションが、
　　前記冷蔵医療ストレージユニットから遠隔的に配置されており、
　　前記冷蔵医療ストレージユニットから連続的または一定の間隔で温度情報を受信し、
前記温度情報が前記冷蔵医療ストレージユニットの温度を含んでおり、
　　前記温度情報の少なくとも一部をコンピュータ可読記憶デバイスに保存させ、
　　前記冷蔵医療ストレージユニットの温度が既定の範囲外であるかどうかを判断し、
　　前記冷蔵医療ストレージユニットの温度が既定の範囲外である場合、警報を発生させ
るとともに、前記冷蔵医療ストレージユニットの温度対時間情報をコンピュータ可読記憶
デバイスに保存し、
　　使用者から使用者認証情報を受信し、
　　前記使用者認証情報を確認すると、前記冷蔵医療ストレージユニットに解錠命令を送
信し、
　　特定の薬剤または物品に関する特定の温度範囲を特定する情報を使用者から受信し、
　　前記特定の薬剤または物品を前記医療ストレージユニット内で貯蔵中に、該特定の薬
剤または物品が特定の温度範囲外で貯蔵されていた場合に、そのような特定の薬剤または
物品の取り出し要求に応答して、前記医療ストレージユニットへのアクセスを拒否する、
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または、警告を表示させる、あるいはこれら両方を行うように前記制御ステーションに対
して指示する情報を使用者から受信する、システム。
【請求項２】
前記制御ステーションがさらに、警報が発生した場合に掲示を表示または印刷させる、請
求項１に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステム。
【請求項３】
前記制御ステーションがさらに、温度が既定の範囲内に戻るまで既定の間隔で掲示を表示
または印刷させる、請求項２に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御する
ためのシステム。
【請求項４】
前記掲示が、
　前記冷蔵医療ストレージユニットの識別子と、
　日付および時間と、
　温度と、
　前記使用者が警報状態を解決するために実施したことを入力または書き込む、および掲
示を処理するための使用者自身の責務を署名により確認するためのフィールドと、を含む
、請求項２に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステム。
【請求項５】
前記制御ステーションがさらに、既定の温度範囲を指定する情報を使用者から受信し、か
つ、前記冷蔵医療ストレージユニット内の温度を既定の温度範囲内に維持するために冷蔵
医療ストレージユニットの動作を制御する、請求項１に記載の冷蔵医療ストレージユニッ
トを監視および制御するためのシステム。
【請求項６】
前記制御ステーションがさらに、既定の時間間隔を指定する情報を使用者から受信し、そ
の既定の時間間隔において、前記制御ステーションが受信した温度情報を既定の範囲と比
較する、請求項１に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシス
テム。
【請求項７】
前記冷蔵医療ストレージユニットが、
　閉位置にある間、その扉を固定するための可逆施錠機構と、
　温度センサと、
　解錠されると第１の状態から第２の状態に変化する視覚インジケータと、を含む、請求
項１に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステム。
【請求項８】
前記制御ステーションが電力を失った場合、前記可逆施錠機構が施錠された状態に維持さ
れる、請求項７に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステ
ム。
【請求項９】
前記制御ステーションがさらに、
　警報発生に関する情報をコンピュータ可読記憶デバイスに保存させ、
　少なくとも部分的に前記警報発生に関する情報に基づき前記ストレージユニットへのア
クセスを拒否する、請求項１に記載の冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御する
ためのシステム。
【請求項１０】
前記制御ステーションがさらに、
　警報発生に関する情報をコンピュータ可読記憶デバイスに保存させ、
　使用者のストレージユニット取り出し要求に応答して、少なくとも部分的に前記警報発
生に関する情報に基づき警告を表示させる、請求項１に記載の冷蔵医療ストレージユニッ
トを監視および制御するためのシステム。
【請求項１１】
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環境的に制御された医療ストレージユニットを該医療ストレージユニットから遠隔的に配
置された制御ステーションによって監視および制御するための方法であって、
　前記環境的に制御された医療ストレージユニットから連続的または一定の間隔で温度情
報を受信するステップであって、前記温度情報が前記医療ストレージユニットの温度を含
んでいるステップと、
　前記温度情報の少なくとも一部をコンピュータ可読記憶デバイスに保存させるステップ
と、
　前記冷蔵医療ストレージユニットの温度が既定の範囲外であるかどうかを判断するステ
ップと、
　前記冷蔵医療ストレージユニットの温度が前記既定の範囲外である場合、警報を発生さ
せるとともに、前記医療ストレージユニットの温度対時間情報をコンピュータ可読記憶デ
バイスに保存するステップと、
　使用者から使用者認証情報を受信するステップと、
　前記使用者認証情報を確認するステップと、
　前記使用者認証情報の確認の成功に応答して、前記環境的に制御された医療ストレージ
ユニットを解錠させるステップと、
　特定の薬剤または物品に関する特定の温度範囲を特定する情報を使用者から前記制御ス
テーションにおいて受信するステップと、
　前記特定の薬剤または物品を前記医療ストレージユニット内で貯蔵中に、該特定の薬剤
または物品が特定の温度範囲外において貯蔵されていた場合に、そのような特定の薬剤ま
たは物品の取り出し要求に応答して、前記医療ストレージユニットへのアクセスを拒否す
る、または、警告を表示させる、あるいはこれら両方を行うように前記制御ステーション
に対して指示する情報を使用者から前記制御ステーションにおいて受信するステップと、
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貯蔵された薬剤および他の医療用品を監視および制御するためのシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日のヘルスケア環境において感温性の薬剤および用品は一般的となっている。安定性
および効力を維持するため、薬剤および他の用品は、薬剤および用品の製造業者、ならび
に本分野における公的な規範を定める機関である米国薬局方によって規定されたガイドラ
インに基づく適切な貯蔵を要する場合がある。例えば、インスリン、ロラゼパムおよびエ
ポゲンなどの注射剤および薬剤には、それらの生存能を維持するため約２～８℃（３６°
Ｆ～４６°Ｆ）の温度で貯蔵しなければならないものがある。さらに、これらの感温性薬
物の多くは規制薬物であるため、厳重なアクセス制御および在庫管理を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の実施形態は、薬剤および他の医療用品の貯蔵に関するこれらおよび他の問題に
対する解決策を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態では、冷蔵医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステムが
提供される。システムは制御ステーションを含む。制御ステーションは、冷蔵医療ストレ
ージユニットから温度情報を受信し、温度情報の少なくとも一部を保存させる。制御ステ
ーションは、温度が既定の範囲外であるかどうかを判断し、温度が既定の範囲外である場
合、警報を発生させる。制御ステーションは、使用者から使用者認証情報を受け取り、使
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用者認証情報を確認すると、冷蔵医療ストレージユニットに解錠命令を送信する。
【０００５】
　別の実施形態では、環境的に制御された医療ストレージユニットを監視および制御する
ための方法が提供される。方法は、環境的に制御された医療ストレージユニットから温度
情報を受信するステップを含む。方法はまた、温度情報の少なくとも一部を保存させるス
テップを含む。方法は、温度が既定の範囲外であるかどうかを判断するステップをさらに
含む。方法は、温度が既定の範囲外である場合、警報を発生させるステップをさらに含む
。方法は、使用者から使用者認証情報を受信するステップをさらに含む。方法はさらに、
使用者認証情報を確認するステップを含む。方法はまた、使用者認証情報の確認の成功に
応答して、環境的に制御された医療ストレージユニットを解錠させるステップを含む。
【０００６】
　別の実施形態では、医療ストレージユニットを監視および制御するためのシステムが提
供される。制御ステーションは医療ストレージユニットから離れている。制御ステーショ
ンは、使用者から使用者認証情報を受け取り、使用者認証情報を確認すると、解錠命令を
医療ストレージユニットに送信する。
【０００７】
　本発明を添付の図とともに説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】医療ストレージユニットのアクセスおよび／または環境パラメータを制御および
監視するための本発明のシステムの構造線図。
【図２】医療ストレージユニットのアクセスおよび／または環境パラメータを制御および
監視するための本発明の方法の流れ図。
【図３】本発明の装置またはシステムの少なくともいくつかの部分において使用すること
ができる、または本発明の方法の少なくともいくつかの部分を実行することができる例示
的なコンピュータシステムのブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の記載は例示的な実施形態のみを提供するものであり、本開示の範囲、適用性また
は形態を制限することを意図するものではない。むしろ、以下の例示的な実施形態の記載
は、当業者に、１つ以上の例示的な実施形態を実施することを可能にする説明を提供する
ものである。添付の特許請求の範囲に記載する発明の精神および範囲から逸脱することな
く要素の機能および配置に種々の変更を施してもよいことは理解されよう。単に例として
、本明細書中に記載されるいずれの実施形態もそれらにおいて記載された特徴を有しても
有しなくてもよく、他の実施形態に関して記載される特徴を有しても有しなくてもよい。
【００１０】
　以下の説明では、本実施形態の完全な理解を提供するために特定の詳細が記載される。
しかしながら、当業者であれば、本実施形態をこれら特定の詳細なしで実施してもよいこ
とは理解されよう。不必要な詳細により本実施形態を不明瞭にしないため、例えば、本発
明の回路、システム、ネットワーク、プロセスおよび他の要素を構成要素としてブロック
図形態において示してもよい。他の例では、周知の回路、プロセス、アルゴリズム、構造
および技術を、本実施形態を不明瞭にしないために不必要な詳細を省いて示してもよい。
【００１１】
　また、個々の実施形態がフローチャート、流れ図、データ流れ図、構造線図またはブロ
ック図として示されるプロセスとして記載してもよいことに留意されたい。フローチャー
トは動作を連続的なプロセスとして記載してもよいが、動作の多くは並列でまたは並行し
て実行される。加えて、動作の順序を並べ替えてもよい。プロセスはその動作が完了する
と終了してもよいが、図に記載されておらず、含まれてもいない追加の工程を有すること
もできる。さらに、特に記載されたプロセスにおけるすべての動作が全実施形態において
実施されるわけではない。プロセスは、方法、機能、手続き、サブルーチン、サブプログ
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ラム等に対応してもよい。
【００１２】
　用語「機械可読媒体」は、命令および／またはデータを保存、収容または運搬すること
ができる可搬式または固定式記憶デバイス、光記憶デバイス、無線チャンネルおよび種々
の他の媒体を含むが、それらに限定されるものではない。コードセグメントまたは機械実
行可能命令は、手続き、機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、
モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、もしくは命令、データ構造またはプログ
ラム文の任意の組み合わせを示す。コードセグメントを、情報、データ、引数、パラメー
タまたはメモリ内容を送信および／または受信することにより、別のコードセグメントま
たはハードウェア回路に結合させてもよい。情報、引き数、パラメータ、データ等は、メ
モリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク伝送等を含む任意
の適切な手段により送信しても、転送しても、伝送してもよい。
【００１３】
　さらに、本発明の実施形態は、少なくとも部分的に、手動または自動のいずれかで実行
してもよい。手動または自動実行は、機械、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語またはそれらの任意の組み合
わせの使用を通じて実行しても、少なくとも補助してもよい。ソフトウェア、ファームウ
ェア、ミドルウェアまたはマイクロコードにおいて実行される場合、必要なタスクを実施
するためのプログラムコードまたはコードセグメントは機械可読媒体に記憶してもよい。
必要なタスクをプロセッサにより実施してもよい。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、環境的に制御された医療ストレージユニットおよび環境的に
制御されない医療ストレージユニットの両方を監視および制御するためのシステムが提供
される。環境的に制御された医療ストレージユニットの例には、医療用冷蔵庫および／ま
たは冷凍庫（本明細書中においては冷蔵庫および／または冷凍庫と呼ぶ）を含む。これら
冷蔵庫および／または冷凍庫は、施錠された状態または解錠された状態のいずれかになる
ように、電子的に制御可能な一体型の内蔵式施錠機構を含んでもよい。冷蔵庫／冷凍庫の
外側または内側のいずれかに販売後に取り付けられる施錠機構を備えるものを含む、他の
種類の冷蔵庫および／または冷凍庫も用いてよい。ストレージユニットは、左または右開
きの扉または入口を有してもよい。
【００１５】
　施錠機構は、電子制御によりストレージユニットへのアクセスを制限することが可能で
ある。環境的に制御されないストレージユニットの例には、錠のかかる箱、キャビネット
（オーバーカウンタ式およびアンダーカウンタ式の両方）、引き出し、戸棚および貯蔵室
を含む。これらストレージユニットへの入口は、上述のような施錠機構を有してもよい。
本明細書中に記載されるいずれの環境制御または監視システムも、冷蔵庫および／または
冷凍庫を有するものなどの、環境的に制御されるストレージユニットの実施形態のみに適
用可能である。
【００１６】
　システムは、また、ストレージユニットと通信的に接続された制御ステーションを含む
。通信リンクは、制御ステーションとストレージユニットとの間の通信を容易にするのに
必要な任意のハードウェアおよび／またはソフトウェアを有する。いくつかの実施形態で
は、制御ステーションは、ストレージユニットによって提供および送信された任意の情報
を受信し、本明細書中に記載されるストレージユニットによって実行することができる任
意の命令を送信することができる。制御ステーションはストレージユニットの近くに配置
しても遠くに配置してもよい。通信リンクを形成するために有線または無線のいずれかの
通信方法を使用する。いくつかの実施形態では、制御ステーションは、ストレージユニッ
トから少なくとも１５．２４メートル（５０フィート）である。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、制御ステーションは、３つの主機能である、アクセス制御、
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環境制御（通常、温度であるが、湿度、圧力および／または他の環境パラメータの可能性
もある）および在庫管理のうちの１つ以上を制御および監視する。これら実施形態では、
ストレージユニットは、そのような制御に関連するデータを取得し、制御ステーションに
送信するのに必要な任意の手段を有する。同様に、制御ステーションは、そのようなデー
タを受信し、そのような制御に関連する命令をストレージユニットに送信するのに必要な
任意の手段を有する。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、制御ステーションは、ストレージユニットから温度情報を受
信する。制御ステーションは温度が既定の範囲外であるか否かを判断する。制御ステーシ
ョンは、この判断に応答し、温度を維持するため、ストレージユニットの環境制御システ
ムを、冷蔵庫または冷凍庫の場合はユニットの冷却サイクルを制御する。ストレージユニ
ットの温度が、上または下のいずれにかかわらず既定の範囲外にある場合、制御ステーシ
ョンは警報を発生させる。警報は、制御ステーションの視覚および／または音声インジケ
ータを含む。
【００１９】
　制御ステーションは、モニタまたはおそらくはタッチスクリーンを備えた表示スクリー
ンなどの視覚インターフェイスを含んでも、キーボードおよびマウスなどの他の入力デバ
イスを含んでもよい。視覚インターフェイスは、使用者が制御ステーション、さらにはス
トレージユニットを操作するための相互作用点を提供する。例えば、使用者が既定の温度
範囲を定義することができてもよい。いくつかの実施形態では、冷蔵庫／冷凍庫用ストレ
ージユニットにおいては、この範囲は、－２１．１～２．８℃（－６°Ｆ～３７°Ｆ）に
おいて定義可能な上下限点を有する。
【００２０】
　制御ステーションは温度読み取り値を連続的にまたは既定の時間間隔で受信する。既定
の時間間隔と、いつ警報を発生させるかを定義する温度範囲との両方は使用者によって定
義される。制御ステーションは、受信した温度読み取り値を、制御ステーション内にロー
カルに、またはおそらくはデータ記憶システムにリモート的に保存させる。データ記憶シ
ステムは複数の制御ステーションのために情報を保存し、さらには、複数の制御ステーシ
ョンはそれぞれ複数のストレージユニットを制御／監視する。使用者は、制御ステーショ
ンまたはデータ記憶システムのいずれかにおいて任意の特定のストレージユニットまたは
制御ステーションの識別子（または名前）を定義することができる。
【００２１】
　また、制御ステーションは連続的にまたは特定の間隔で温度読み取り値を受信してもよ
いが、制御ステーションはそのような読み取り値をさらに別の間隔において（またはおそ
らくは連続的に）保存させる。この間隔はまた、使用者により制御ステーションにおいて
定義される。いくつかの実施形態では、制御ステーションは、ストレージユニットの温度
が既定の範囲外である場合（すなわち、警報が作動された場合）、温度情報を保存するだ
けでよい。時間間隔の一例は３０分ごとである。他の実施形態では、１分～１２０分の任
意の時間間隔を用いてもよい。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、警報が発生した場合、制御ステーションにおいて発生した任
意の視覚および／または音声インジケータの他にインジケータを発生させる。これは、例
えば、ストレージユニットまたはデータ記憶システムの視覚または音声インジケータによ
り生じる。さらに、警報が発生した場合、制御ステーションおよび／またはデータ記憶シ
ステムにおいて掲示を表示および印刷する。
【００２３】
　掲示は、温度が既定の範囲内に戻るまで既定の間隔で表示および印刷される。また、掲
示が表示または印刷される間隔は制御ステーションまたはデータ記憶システムにおいて使
用者が定義できる。掲示は、ストレージユニットの識別子、日付および時間、警報が発生
したときおよび／または掲示が表示された／印刷されたときのストレージユニットの温度
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を含む、複数のフィールドを含む。掲示はまた、使用者が、警報状態を解決するために実
施したことを入力する／書き込むこと、および掲示を処理するための自身の責務をおそら
くは署名により確認することを可能にするフィールドを含む。
【００２４】
　さらに他の実施形態では、制御ステーションは、温度の変化が経時的に特定の既定の量
を超えた場合、音声または視覚警報を発生させることができる。制御ステーションまたは
ストレージユニットにより発生する警報の種類は温度範囲外警報（ｏｕｔｓｉｄｅ－ｏｆ
－ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ－ｒａｎｇｅ　ａｌａｒｍ）により発生するものと異なっても
よい。
【００２５】
　上述のように、ストレージユニット、制御ステーションおよび／またはデータ記憶シス
テムによって実施される上記の方法は、同様に、他の環境パラメータを制御／監視するた
めに実施される。これらパラメータには、例えば、湿度、圧力等を含む。ストレージユニ
ットならびにストレージユニットの施錠機構の温度または他のパラメータを監視するため
の任意のセンサは使用者により交換可能である。任意のそのようなセンサは、ストレージ
ユニットの独立した環境監視／制御システムと共用しても、それから独立していてもよい
。
【００２６】
　制御ステーションはまた、使用者から使用者認証情報を受信するように構成してもよく
、使用者認証情報を確認すると、ストレージユニットの施錠機構に解錠命令を送信する。
使用者認証情報には、使用者の名前およびパスワード、個人識別番号または他の文字列を
含む。いくつかの実施形態では、個人識別番号は、使用者およびその制御ステーションの
機能を使用するための権限の両方を明示してもよい。
【００２７】
　ストレージユニットは、ストレージユニットの現在の施錠または解錠状態を表示する視
覚インジケータを含む。単に例として、ユニットが解錠されたときに発光ダイオードを作
動しても非作動にしてもよい。使用者が、視覚インジケータの視覚状態を変更するよう制
御ステーションに指示することにより、この視覚インジケータを検査する。いくつかの実
施形態では、制御ステーションにおいて施錠機構自体も検査する。
【００２８】
　制御ステーションは、また、ストレージユニットの１つまたは複数のセンサから、スト
レージユニットの扉または他の入口の現在位置を示す情報を受信することが可能である。
いくつかの実施形態では、制御ステーションは、ストレージユニットの扉または他の入口
が、使用者が既定した時間の長さを超えて開いたままであることを検知した場合に警報を
発生させる。同様に、制御ステーションはまた、ストレージユニット内におけるあらゆる
光源の監視および制御をすることができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、制御ステーションは、どのような薬剤および／または他の物
品がストレージユニット内に保存されているかを特定する情報を使用者から受信できる。
制御ステーションは、そのような情報を、そのような保存がいつ発生したかを明示するタ
イムスタンプまたは他のインジケータとともに保存する。その後、制御ステーションは、
ストレージユニット内に保存されている各薬剤および／または他の物品に関する経時的な
温度データ（ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｏｖｅｒ　ｔｉｍｅ　ｄａｔａ）を保存する。
【００３０】
　使用者が、ストレージユニット内に保存されている各薬剤および／または他の物品の別
の許容温度範囲を指定することができる。この許容温度範囲はストレージユニット全体と
して指定したものと異なってもよい。いくつかの実施形態では、特定の薬剤および／また
は他の物品の許容温度範囲は、ストレージユニット全体としての既定の温度範囲よりも狭
くてもよい（すなわち、許容温度範囲はストレージユニットの既定の温度範囲の部分集合
または部分範囲である）。
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【００３１】
　任意の特定の薬剤および／または他の物品がストレージユニット内に保存されている間
に発生する警報の警報データもまた、そのような特定の薬剤および／または他の物品のそ
れぞれについて保存され得る。したがって、警報状態が発生するときには常に、その警報
に関する情報が保存された薬剤および／または他の物品に特に関連するものとして保存さ
れる。このため、使用者または制御ステーションの機能はそのような発生を後に参照する
ことができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、使用者が、ストレージユニット内に保存された任意の特定の
薬剤および／または物品について、特定の薬剤および／または物品がストレージユニット
内に保存されている間にストレージユニットに対して警報が発生されていた場合、そのよ
うな薬剤および／または物品へのアクセスが制限または禁止されることを制御ステーショ
ンに対して指定することができる。一例として、使用者は、使用者が制御ステーションに
認証情報を入力し、ストレージユニット内の特定の薬剤および／または他の物品の取り出
しを要求すると、薬剤／物品のストレージユニット内における保存中に少なくとも１回の
警報状態が発生したことを示す警告スクリーンが使用者に提示されることを指定すること
ができる。使用者は、アクセスが許可される前にそのような警告の受信の確認を要求され
る。別の実施形態では、その保存中に警報状態を示した薬剤／物品へのアクセスが禁止さ
れてもよい（したがって、ストレージユニットの施錠機構の作動停止の拒否）。これは、
薬剤／物品の温度制御がそれらの生存能に重要な場合、薬剤／物品に対して特別に指定さ
れる条件であり得る。
【００３３】
　警告／禁止のタイプがどのようなものであっても、使用者は、警報が発せられた薬剤／
物品の取り出しが要求される場合、どの特定の状態がどの特定の動作の原因となるかを制
御ステーションにより指定する。例えば、薬剤／物品が既定の範囲外において費やした時
間の量に対する１つまたは複数の制限が指定され、これによりさらには、取り出しを要求
する使用者に対して警告が示されるか、またはアクセスが禁止されるかのいずれかである
。別の例では、既定の範囲外における温度分散の程度に対する１つまたは複数の制限が指
定され、これによりさらには、取り出しを要求する使用者に対して警告が示されるか、ま
たはアクセスが禁止されるかのいずれかである。さらに別の例では、薬剤／物品が既定の
範囲外において費やした時間の関数であるアルゴリズムがそのような時間における薬剤／
物品の温度とともに指定されて、これにより、取り出しを要求する使用者に対していつ警
告が示されるか、および／またはいつアクセスが完全に禁止されるかが決定される。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、制御ステーションおよびストレージユニットは、制御ステー
ションまたはストレージユニットのいずれかが電力を失った場合、ストレージユニットの
施錠機構が施錠された状態に維持されるように構成されている。他の実施形態では、逆も
また真であり、ストレージユニットは電力を失った状態において解錠される。上述の実施
形態のいずれにおいても、ストレージユニットを開くために手動操作が利用可能である。
例えば、ストレージユニットは、おそらくは１つ、２つまたはそれより多い異なるキー／
ロックの使用による手動オーバーライド解錠を有する。多くの実施形態では、制御ステー
ションおよび／またはストレージユニットは主電源異常の場合にバッテリまたは他の予備
電源を有する。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、制御ステーションが経時的に受信した使用者認証情報の少な
くとも一部は、制御ステーションによって、またはデータ記憶システムによって保存され
る。制御ステーションおよび／またはデータ記憶システムはまた、在庫管理プロセス（ス
トレージユニットの内部センサにより自動的に、または使用者の入力により）を実施する
ことができる。この情報はまた、データ記憶システムの制御システムにより保存され得る
。



(9) JP 6336277 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

【００３６】
　いくつかの実施形態では、使用者は、制御ステーションまたはデータ記憶システムのい
ずれか１つまたは両方において視覚的に表示または印刷されるレポートを生成することが
できる。これらレポートは使用者がオンデマンドで入手できても、使用者の既定の間隔で
制御ステーション／データ記憶システムにより表示／印刷されるように設定してもよい。
任意のレポートに示される情報のタイプは使用者が既定でき、かつ、アクセス制御、在庫
管理および／または環境制御に関して本明細書中に記載されるあらゆる情報を含んでもよ
い。いずれの温度データも摂氏温度または華氏温度のいずれかまたは両方で表示／印刷さ
れてもよいことに留意されたい。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、本発明の任意の１つの部分の任意の障害は、それがストレー
ジユニット、制御システムおよび／またはデータ記憶システムの一部であろうと全体であ
ろうと、システムの他の部分の障害を引き起こすことはない。これは、ストレージユニッ
ト内に保存されているあらゆる物品の安全および生存能の保証を少なくとも支援し得るも
のである。例えば、多くの実施形態では、ストレージユニットの施錠機構の障害が、その
ストレージユニットにおける温度制御／監視の機能停止を引き起こすことはない。同様に
、温度制御／監視機能の障害が施錠機構の障害を引き起こすことはない。
【００３８】
　ここで、図１を参照すると、医療ストレージユニットのアクセスおよび／または環境パ
ラメータを制御および監視するための本発明のシステム１００の構造線図が示される。上
述したように、システム１００は、データ記憶システム１２０と通信している少なくとも
１つの制御ステーション１１０を含む。各制御ステーション１１０は、種々のストレージ
ユニット１３０と通信し、また、種々のストレージユニット１３０を制御／監視できる。
【００３９】
　ストレージユニット１３０Ａは一体型の施錠機構を備えた冷蔵庫であってもよい。スト
レージユニット１３０Ｂは、後付けされたアフターマーケット施錠機構を備えた冷蔵庫で
あってもよい。ストレージユニット１３０Ｃは一体型の施錠機構を備えた冷凍庫であって
もよい。ストレージユニット１３０Ｄは、戸棚であっても食料貯蔵室であっても他の保護
された部屋であってもよい。ストレージユニット１３０Ｅは上カウンタキャビネットであ
ってもよく、ストレージユニット１３ＯＦは下カウンタキャビネットであってもよい。
【００４０】
　上述のように、環境パラメータを監視している任意のストレージユニット１３０が既定
の範囲外の状態に達した場合、制御ステーション１１０は警報を発生させる。さらに、制
御ステーション１１０は、各ストレージユニット１３０における無許可の未遂のアクセス
を監視し、警報を発する、および／またはそのような無許可の未遂のアクセスに関する記
録を保存することができる。
【００４１】
　各ストレージユニットは上述したような視覚インジケータ１４０を含む。この実施形態
では、各視覚インジケータ１４０は、その対応するストレージユニットが施錠されている
ことを示す。特定のストレージユニット１３０を解錠するため、使用者は、まず、制御ス
テーション１１０において自身の認証情報を入力する。認証情報が確認されると、使用者
は、次に、制御ステーション１１０に対して、どのストレージユニットにアクセスしたい
かを指定することが可能となる。所望のストレージユニットを選択すると、制御ステーシ
ョン１１０はストレージユニット１３０を解錠し、そのストレージユニットの視覚インジ
ケータ１４０がロックの解錠状態を示す状態に変化する。
【００４２】
　図２は、医療ストレージユニットのアクセスおよび／または環境パラメータを制御およ
び監視するための本発明の方法２００の流れ図を示す。ブロック２０５では、使用者が制
御ステーションにおいてストレージユニットの許容環境パラメータを定義する。ブロック
２１０では、制御ステーションがストレージユニットの環境パラメータを監視する。ブロ
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ック２１５において環境パラメータが許容範囲外にある場合、ブロック２２０において警
報が発せられる。
【００４３】
　ブロック２２５では、制御ステーションにより掲示が発せられる。ブロック２３０では
、既定の時間間隔ののち、環境パラメータが許容範囲に戻ったかどうかを確認する。戻っ
ていなければ、ブロック２２５において掲示が再度発せられる。環境パラメータが許容範
囲に戻っていれば、ブロック２１０において監視プロセスが継続される。
【００４４】
　同時に、方法２００は、また、ブロック２３５において使用者のアクセス要求を待つス
テップを含む。ブロック２４０では、制御ステーションにおいて使用者からのアクセス要
求が認証情報とともに受信される。ブロック２４５では、認証情報が有効かどうかを判断
する。有効でなければ、ブロック２５０において、無許可アクセスの試みを示すフラグ（
ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　ａｃｃｅｓｓ　ａｔｔｅｍｐｔ　ｆｌａｇ）が保存される。
認証情報が有効であれば、ブロック２５５において、アクセスが許可され、所望のストレ
ージユニットに解錠コマンドが送信される。
【００４５】
　図３は、本発明の実施形態を実行可能な例示的なコンピュータシステム３００を示すブ
ロック図である。この例は、例えば、全体的に、部分的に、または種々の変更を加えて、
制御ステーション、中央データシステム、ストレージユニットおよび／または上述したも
のなどの本発明の他の構成要素の機能を提供するために使用してもよいコンピュータシス
テム３００を示す。
【００４６】
　例えば、単に例として、使用者から情報を受信する、使用者に視覚的にまたは音声的に
通知する、ストレージユニットから情報を受信する、ストレージユニットの特定の構成要
素を制御する等を含む制御ステーションの種々の機能は、コンピュータシステム３００に
より制御され得る。
【００４７】
　母線３９０を介して電気的に接続可能なハードウェア要素を含むコンピュータシステム
３００を示す。ハードウェア要素は、１つまたは複数の中央処理装置３１０と、１つまた
は複数の入力デバイス３２０（例えば、マウス、キーボード等）と、１つまたは複数の出
力デバイス３３０（例えば、表示デバイス、プリンタ等）と、を含む。コンピュータシス
テム３００はまた、１つまたは複数の記憶デバイス３４０を含み得る。例として、記憶デ
バイス３４０は、ディスクドライブ、光記憶デバイス、プログラム可能、フラッシュアッ
プデート可能等とされるランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）および／または読み出し
専用メモリ（「ＲＯＭ」）などの固体記憶デバイスであってもよい。
【００４８】
　コンピュータシステム３００は、さらに、コンピュータ可読記憶媒体リーダ３５０と、
通信システム３６０（例えば、モデム、ネットワークカード（無線または有線）、赤外線
通信デバイス、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（商標）デバイス、セルラー式通
信デバイス等）と、上述のＲＡＭおよびＲＯＭデバイスを含んでもよいワーキングメモリ
３８０と、を含み得る。いくつかの実施形態では、コンピュータシステム３００はまた、
デジタル信号プロセッサ、専用プロセッサおよび／または類似のものを含む処理高速化ユ
ニット３７０を含んでもよい。
【００４９】
　コンピュータ可読記憶媒体リーダ３５０は、さらにコンピュータ可読記憶媒体に連結す
ることができ、共に（および、任意選択で、記憶デバイス３４０と組み合わせて）、リモ
ート式、ローカル式、固定式および／または着脱式記憶デバイスに加えて、コンピュータ
可読情報を一時的におよび／またはより恒久的に収容するための記憶媒体を包括的に示す
。通信システム３６０は、ネットワーク、システム、コンピュータおよび／または上記の
他の構成要素とのデータの交換を可能にしてもよい。
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【００５０】
　コンピュータシステム３００はまた、オペレーティングシステム３８４および／または
他のコード３８８を含むワーキングメモリ３８０内に現在あるものとして示されるソフト
ウェア要素を含み得る。コンピュータシステム３００の別実施形態は、多くの、上記した
ものの変形形態を有してもよいことを理解すべきである。例えば、また、特製のハードウ
ェアを使用してもよい、および／またはハードウェア、ソフトウェア（アプレットなどの
可搬式ソフトウェアを含む）またはその両方に特定の要素を実装してもよい。さらに、ネ
ットワーク入力／出力およびデータ収集デバイスなどの他のコンピューティングデバイス
への接続も実施できる。
【００５１】
　コンピュータシステム３００のソフトウェアは、本明細書中に記載されるアーキテクチ
ャの種々の要素の機能のいずれかまたは全てを実行するためのコード３８８を含む。例え
ば、システム３００などのコンピュータシステムにより保存され、および／またはシステ
ム３００などのコンピュータシステムにより実行されるソフトウェアは、上述したものな
ど、制御ステーション、データ記憶システム、ストレージユニットおよび／または本発明
の他の構成要素の機能を提供することができる。これら構成要素のいくつかにおいてソフ
トウェアにより実施可能な方法については上により詳細に記載した。
【００５２】
　ここでは本発明を明確化および理解のため詳細に記載した。しかしながら、添付の特許
請求の範囲内において特定の変形および変更を施してもよいことは理解されよう。

【図１】 【図２】
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